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大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第10101010号号号号    

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第１項の規定による包括外部監査人松尾宏文との協議が調っ

たので、同者の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに監査の事務を補助できる期間を、次のとおり告示

する。 

  平成27年８月26日 

                         大津市監査委員 村  嶌  由  弘 

                            同    重  森  昭  彦 

                            同    清  水  ひ と み 

                            同    杉  山  泰  子 

包括外部監査契約に基づく監査の事務の補助者  

氏  名 住        所 補 助 で き る 期 間 

公認会計士 

森谷 祥 
芦屋市東山町３番６－102号 平成27年８月26日から 

平成28年３月31日まで 

 

 

大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第大津市監査委員告示第11111111号号号号    

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第８項の規定により包括外部監査人松尾宏文から、次の者に

ついて監査の事務を補助させる必要がなくなった旨の通知を受理したので同条第９項の規定により、告示する。 

  平成27年８月26日 

                         大津市監査委員 村  嶌  由  弘 

                            同    重  森  昭  彦 

                            同    清  水  ひ と み 

                            同    杉  山  泰  子 

  (住 所) 大津市稲津三丁目 10 番５号 

(氏 名)  公認会計士 一宮 誠 
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